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小規模企業の振興に関する施策について 

 

１ 雇用支援 

 

（１）合同企業説明会の開催 

現在開催している合同企業説明会について、継続して実施する。 

 なお、開催手法については検討し、企業や一般の参加者の増加を図る。 

 （開催日程、会場、ＰＲ手法等） 

 

 

２ 創業支援 

（１）創業塾の開催 

 平成 29 年５月 19 日市が国から認定を受けた「日高市創業支援等事業計画」

に基づき、平成 30 年から商工会に開催を依頼している起業についての知識（経

営・財政・人材育成・販路開拓等）が身につく創業塾について、引き続き開催し、

日高市での創業希望者の支援を行う。 

 

 

（２）創業支援補助金（新規） 

 市内に新規に事業所、店舗等を開設する場合の設備資金等の一部を補助する。 

  ●対象者 

   ・日高市内に住所を有する方、または市内へ転入を予定している方 

   ・（法人）日高市内で法人を設立する方 

（個人）日高市内で創業する方 

   ・市税に未納がない方 

   ・日高市創業支援等事業計画に基づく創業塾を受講した方 

  ●対象業種 

建設業、製造業、卸売業、小売業、飲食業、宿泊業、娯楽業、その他日高

市長が不適切と認める事業でないこと 

  ●補助金額・補助率 

 法人 個人事業主 

限度額 10 万円 ５万円 

補助率 50％ 50％ 
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●補助対象経費 

   （法人）定款認証費用、登記費用、印鑑証明及び商業登記簿謄本取得 

費用、法人設立に係る司法書士等への報酬 

   （個人）設備、備品、広報に必要な経費 

 

 

３ 経営基盤整備 

（１）経営革新計画作成奨励（新規） 

 中小企業等経営強化法に基づき作成する経営革新計画について、埼玉県から

承認を受けた事業者に対し、奨励金を交付する。 

 ●対象者 

  埼玉県から経営革新計画の認定を受けた事業者のうち、以下に該当する方 

  ・日高市内の事業者の方 

  ・市税に未納がない方 

 ●奨励金交付額 

  １事業主 5,000円 

 ●その他 

  １事業主１回まで。 

 

 

（２）事業承継支援 

 市と商工会とで連携し、事業承継に関するセミナー、相談会を開催し、事業承

継を支援する。 

 

 

４ その他 

（１）市内小規模企業状況等調査 

 商工会の協力を得て、市内小規模企業へ状況や支援ニーズ等についてのアン

ケート調査を実施する。 


